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車両規定に関する公示 

 
本大会における車両規定「1. 参加できる車両」について、 

下記のとおり通知する。 

 

記 

 

１．参加車両は、各自が持ち込む公道走行可能なナンバー付き車両とする。 

２．大会前に配布する簡易車検シートに基づき、参加者自身で車両チェックを実施すること。 

３．車両の改造範囲は、公道車検に適合する範囲内とする。 

４．タイムアタック後の公道車検において、他の参加者に対し不正な有利性を生む違法改造が確

認された場合、当該走行のタイムを抹消する。 

 

 

【タイム抹消となる主な違法改造例】 

・ 最低地上高不足（運転者が乗車していない状態で測定） 

・ タイヤのはみ出し 

・ シートの取り外し（乗車定員の変更） 

・ 触媒未装着 

・ その他、現場検査員が不適切と判断した事項 

 

 

以上 


